
広島県農林水産業関係単独事業補助金交付要綱（抜粋） 

 

（趣 旨）  

第１条 県は、農林水産物の生産性の向上及び流通の改善その他農林水産業の振興を図る

ため、市町その他知事が適当と認める団体等（以下「市町等」という。）に対し、予算の

範囲内において補助金等を交付するものとし、その交付に関しては、広島県補助金等交付

規則（昭和４８年広島県規則第９１号。以下｢規則｣という。）に規定するもののほか、こ

の要綱に定めるところによる。  

（補助金の交付対象等）  

第２条 前条の補助金等（以下「補助金等」という。）の交付対象となる事業、経費、補助

率等は、別表１又は別表２に掲げるとおりとする。 

（交付の申請）  

第３条 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、別記様式第１号のと

おりとし、その提出部数は１部とする。  

２ 市町等は、前項の申請書を提出するに当たって、各事業主体について当該補助金に係

る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当す

る額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額と

して控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定す

る地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同

じ。）がある場合には、これを減額して申請しなければならない。  

ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない

事業主体に係る部分については、この限りでない。  

３ 規則第３条第１項各号に掲げる様式は、別記様式第２号から別記様式第４号までのと

おりとする。  

 ４ 規則第３条第２項の規定により添付を要しない書類は、市町が補助金交付申請者であ

る場合における収支予算書とする。  

 ５ 市町等は、補助金の交付を概算払の方法により受けたい場合は、その旨を補助金交付

申請書に記載しなければならない。  

（交付の条件）  

第４条 規則第５条第１項及び第３項の規定により附する条件は、次のとおりとする。  

(1) 別表１の重要な変更の欄に掲げる変更をしようとする場合においては、知事の承認を

受けること。  

(2) 別表に掲げる事業について同時に２事業以上の補助金を交付した場合において、当該

事業相互間の補助金の流用をしてはならないこと。  

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。  

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合に



は、速やかに知事に報告して、その指示を受けること｡  

(5) 補助金の執行残が生ずるおそれのある場合には、速やかに知事に申し出ること。  

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で第１０条第２項の規定による処分

の制限期間を経過していないものについては、別記様式第６号による取得財産調書及びそ

の関係書類を整備保管すること。  

(7) 補助事業者（地方公共団体を除く）は、補助事業を遂行するため、売買、請負その他

の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、

一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約を

することができる。  

(8) 補助事業者（地方公共団体を除く）は、(7)により契約をしようとするときは、当該

契約に係る一般の競争、指名競争、又は随意契約（以下「競争入札等」という）に参加し

ようとする者（取得価格又は効用の増加価格が単価 50 万円（税抜）以上の契約の相手方

に限る）に対し、別記様式 12 号による指名停止等に関する申立書の提出を求め、当該申

立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。  

２ 市町等は、前項第１号の規定により知事の承認を受けようとする場合は、別記様式第

５号による承認申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、市

町が補助事業者である場合には収支予算書の添付を要しないものとする。  

(1) 事業変更計画書（別記様式第２号）  

(2) 収支予算書（別記様式第３号）  

(3) 交付申請書に添付した書類で、変更のあるもの  

３ 市町等は、地方公共団体以外の間接補助事業者に補助金を交付するときは、間接補助

事業者に対し、第一項の規定に準ずる条件を付さなければならない。  

 （交付決定前の着手（着工））  

第４条の２ 対象事業の着手(着工)は、原則として、県からの交付決定通知を受けて行う

ものとするが、当該年度において、やむを得ない事情により、交付決定前に着手(着工)す

る必要がある場合には、その理由を具体的に明記した交付決定前着手(着工)届を提出しな

ければならない。  

（申請の取下げ）  

第５条 規則第７条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、規則第

６条の通知を受理した日から起算して３０日以内とする。  

（事業遂行状況の報告）  

第６条 規則第１０条の規定による報告は、特に知事が報告を求めた場合を除き要しない

ものとする。  

（実績報告）  

第７条 規則第１２条の規定による補助事業実績報告書の様式は、別記様式第７号のとお

りとしその提出期限は、当該補助事業の完了した日若しくは当該補助事業の廃止の承認を



受けた日から起算して３０日を経過した日、又は補助金の交付の決定があった日の属する

会計年度の翌年度の４月５日のいずれか早い日とする。  

２ 規則第１２条の規定による補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次

のとおりとする。ただし、市町が補助事業者である場合にあっては、収支精算書の添付を

要しないものとする。  

(1) 事業実績書（別記様式第２号）  

(2) 収支精算書（別記様式第３号）  

(3) 工事の施行にあっては、その精算設計書（別記様式第４号）  

(4) 第１０条第１項に規定する機械及び器具がある場合にあっては、その取得財産調書

（別記様式第６号） 

(5) 規則第１６条の規定により概算払を受けた場合にあっては、概算払精算書（別記様式

第８号）  

３ 第３条第２項ただし書により交付の申請をした市町等は、前項の実績報告書を提出す

るに当たって第３条第２項ただし書に該当した各事業主体について当該補助金に係る仕入

れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告し

なければならない。  

４ 第３条第２項ただし書により交付の申請をした市町等は、第１項の実績報告書を提出

した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費

税等相当額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した各事業主体につい

ては、その金額が減じた額を上回る部分の金額）を別記様式第９号により速やかに知事に

報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。  

（補助金の概算払請求)  

第８条 規則第１６条第２項の規定による補助金概算払請求書の様式は別記様式第１０号

のとおりとする。  

２ 補助金交付の指令書に、補助金概算払請求書の提出を要しない旨記載されている場合

は、補助金交付申請者は規則第１６条第２項本文の規定のよる補助金概算払請求書の提出

を要しない。  

（帳簿等の保存期間）  

第９条 規則第２１条の規定による帳簿及び書類を保存しなければならない期間は、当該

補助事業の完了の日から起算して５年を経過した日の属する会計年度の末日までとする。



別表１（第２条関係） 

補助金名 事業名 事業内容 経費 補助率 

重要な変更 

経費の配

分の変更 

事業の

内容の

変更 

２３ 

森林経営管理推

進事業補助金 

２ 

非住宅木造設計

支援事業 

住宅以外の建築物の木

造化をすすめるため、

県産材等を利用する建

築物の設計を支援する

事業 

設計者が住宅以外の

建築物を木造で設計

するのに要する経費 

木材使用量に

占める県産木

材割合が 50％

を超える場合 

１／３以内

（補助限度 

額 200 万円） 

木材使用量に

占める県産材

割合が 50％を

超える場合 

１／２以内

（補助限度額

200 万円） 

補助金の

総額の

増、又は

30％を超

える減 

 

 


